
　「児童扶養手当法」が一部改正となったことから、令和元年11月分の児童扶養手当より、支
払回数が年３回から年６回へ変更となります。

○児童扶養手当とは
　離婚もしくは父親が死亡などの状況にある場合
で、母親または養育者が18歳未満(中程度以上の
障害のある場合は20歳未満)の児童を監護、養育
している場合に支給されます。（法律の改正により、
平成22年８月１日より父子家庭も支給対象となり
ました。該当する方がおりましたら、町民課町民
係までお問い合わせをお願いします。）
　ただし、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外
の公的年金を給付できる時や、婚姻の届出は出し
ていなくても事実上の婚姻関係（内縁関係など）
にある時は、手当の支給対象外となります。

○特別児童扶養手当とは
　20歳未満の重度または中程度の心身障害
児を養育している父、又は母、もしくは父
母にかわってその児童を養育している人が
手当を受けることができます。ただし、児
童が施設に入所している場合、手当は支給
されません。

★児童扶養手当を受給している方（支給停止中も含む）は ｢現況届｣ を、特別児童扶養手当を
受給している方は ｢所得状況届｣ の提出が必要です。
　８月上旬に該当する方へ通知しますので、期限内に必ず手続きをしてください。
　なお、提出しなかった場合は８月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童扶養手当の「現況届」・特別児童扶養手当の
「所得状況届」のご提出をお忘れなく！

お 知 ら せ

＜改正前＞ ＜改正後＞
４月支給

（12月～３月分）
１月支給

（11月～12月分） ７月支給
（５月～６月分）

８月支給
（４月～７月分）

３月支給
（１月～２月分） ９月支給

（７月～８月分）
12月支給

（８月～11月分）
５月支給

（３月～４月分） 11月支給
（９月～10月分）

お問い合わせ先
児 童 扶 養 手 当　町民課　町民係
特別児童扶養手当　福祉課　福祉係

☎47-4681
☎47-4682
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